
令和５年度補正予算

農業支援サービス事業緊急拡大支援事業

農業支援サービス事業の拡大に向け、新たにサービス事業に取り組む
事業体や既に取り組んでいる事業体の事業拡大に必要な農業機械の導
入を支援します。

農業現場における作業代行やスマート農業技術の有効活用による生産性向上

支援等、サービスを提供することで対価を得る業種のこと。

【サービス事業分類】 ※農林水産省HPより

(１) 事業実施主体
サービス事業体(法人・個人等、サービス事業に取り組む者)

(２) 要 件
概ね県域で農業支援サービスを提供するサービス事業体

(３) 補助率・補助上限
1/2以内(１サービス実施主体あたり上限1,500万円)

(４) 対象機械
農業支援サービス事業の拡大に必要な農業機械

※ 対象となる機械は50万円以上(税別)であること

(５) 成果目標
サービスを活用する経営体数の増加

２ 支援概要

１ サービス事業体とは



３ 事業実施イメージ

農業者C

新たにサービス事業に取り
組む事業者

・産地をまたがって農薬防除の作業
受託サービスを提供するために、農
業用無人車（300万円）を取得する場
合。

サービス事業に
取り組んでいる事業者

・産地をまたがって野菜収穫ロボット
のシェアリングサービスを提供するた
め、野菜収穫ロボット（800万円）を取
得する場合。

・県内でドローンを使用して施肥・セ
ンシングの作業受託・データ分析の
サービスを提供するために、ドローン
（600万円）を取得する場合。

・農業用無人車の取得にかかる経費の１／２
（150万円）

支援

取組 取組 取組

サービス実施主体

・野菜収穫ロボットの取得に係る経費の１／２
（400万円）

支援

・ドローンの取得に係る経費の１／２（300万
円）

支援

→専門作業受注型 →機械設備供給型 →専門作業受注型
データ分析型

※専門作業受注型サービス事業体については、受委託契約の下で農作業を代行するものとし
ます。
※県を超えてサービス事業を展開する事業体が事業活用を希望する場合は、国が直接採択
する事業がございますので、まずは県へ御相談ください。

４ 事業採択までの流れ・問い合わせ

【事業採択までの流れ】
○ 本事業は、市町を通じて実施します。
○ 事業の申請にあたっては、市町の農政担当窓口に相談の上、採択要件等を確

認の上、市町へ要望を提出します。
○ 国は、事業実施主体の事業要望内容に対してポイント付けを行い、予算の範

囲以内でポイント上位順から事業要望を採択します。

【お問い合わせ】
○ 本事業の活用を希望する法人等におかれましては、市役所・町役場の農政担

当の窓口、又は所管の農業振興事務所企画振興部、県生産振興課まで御相談
ください。


